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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成25年６月28日に提出いたしました第18期(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)有価証券報

告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出

するものであります。

　

２ 【訂正事項】

　第一部　企業情報

第２　事業の状況

４　事業等のリスク

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部  【企業情報】

第２ 【事業の状況】

４ 【事業等のリスク】

①　『「実質的存続性の喪失（不適当な合併等）」の猶予期間入り銘柄』及び『監理銘柄（確認中）』の

指定について

（訂正前）

（省略）

現在、幹事取引参加者候補の指導のもと、当該申請へ向けた準備を進めており、遅くとも上記猶予期間

満了後最初の有価証券報告書提出日（平成25年６月28日）から起算して８日目の日（平成25年７月10

日）までには当該申請を行うこととし、引き続き取り組んでおりますが、当該申請を行えない場合、『整

理銘柄』に指定され、上場廃止となる可能性があります。

（省略）

　

（訂正後）

（省略）

現在、幹事取引参加者候補の指導のもと、当該申請へ向けた準備を進めており、遅くとも上記猶予期間

満了後最初の有価証券報告書提出日（平成25年６月28日）から起算して８日目の日（平成25年７月９

日）までには当該申請を行うこととし、引き続き取り組んでおりますが、当該申請を行えない場合、『整

理銘柄』に指定され、上場廃止となる可能性があります。

（省略）
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